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○東洋大学大学院国際学研究科規程 

平成30年規程第71号・平成30年４月１日施行 

改正 

平成31年４月１日規程第56号 

令和２年４月１日規程第54号 

令和３年４月１日規程第47号 

令和４年４月１日規程第48号 

令和５年４月１日規程第62号 

東洋大学大学院国際学研究科規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東洋大学大学院学則（昭和29年４月１日施行。以下「学則」という。）第４条

第５項に基づき、東洋大学大学院国際学研究科（以下「国際学研究科」という。）の教育研究に関

し必要な事項を定める。 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 国際学研究科は、学則第４条の２に基づき、研究科及び各専攻の人材の養成に関する目的そ

の他の教育研究上の目的を別表第１のとおり定める。 

（修了の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する方針） 

第３条 国際学研究科は、学則第４条の３に基づき、各専攻の修了の認定及び学位授与に関する方針、

教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針を別表第２のとおり定め

る。 

（教育課程） 

第４条 国際学研究科は、学則第５条の２及び第７条に基づき、各専攻の教育課程における科目区分、

授業科目及び研究指導科目の名称、単位数、配当学年、履修方法等を別表第３のとおり定める。 

（修了に必要な単位等） 

第５条 国際学研究科は、学則第12条及び第13条に基づき、各専攻の修了に必要な単位等を別表第４

のとおり定める。 

（改正） 

第６条 この規程の改正は、学長が国際学研究科委員会の意見を聴き、研究科長会議の審議を経て行

う。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日規程第56号） 

この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規程第54号） 

この規程は、2020年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規程第47号） 

この規程は、2021年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日規程第48号） 

この規程は、2022年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日規程第62号） 

この規程は、2023年４月１日から施行する。 

別表第１人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（第２条関係） 

国際学研究科 

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

【博士前期・修士課程】 

(１) どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

様々な課題と可能性を持つグローバルな社会において、国際的な視野のもとで、イノベーション

を創造し自律的・持続的な地域の発展に貢献する専門能力を有する実務家・専門家を養成するこ
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とを目的とする。 

(２) 学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

国際的な視野をもち、国内外の地域の課題の理解と解決のための調査・分析能力と、当該分野に

おける新たな知見を付与する能力を習得させることを目的とする。 

 

【博士後期課程】 

(１) どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

様々な課題と可能性を持つグローバルな社会において、国際的な視野のもとで、イノベーション

を創造し自律的・持続的な地域の発展に貢献する専門能力を有する専門家・研究者を養成するこ

とを目的とする。 

(２) 学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

国際的な視野と国内外の地域の現状と課題に対する大局観を持ちつつ、イノベーションを創造し

地域の課題を解決するための調査研究および実践に対して、研究者として自立して研究活動を行

うに足る高度の研究能力と、その基礎となる豊かな学識を習得させることを目的とする。 

国際学研究科グローバル・イノベーション学専攻 

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

【修士課程】 

(１) どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

イノベーションを通じて経済社会の発展に貢献しようとする起業家精神をもち、地球規模の全体

最適を目指すグローバリズム実現のための諸課題を「グローバル」な視点で的確に捉え、更にそ

の課題解決・改善のために既存のナレッジをこれまでと異なる視点や方法で新結合することによ

り、営利・非営利のあらゆる事業体の活動において「イノベーション」を創出できる、卓越した

リーダーシップを備えた次世代リーダーを養成することを目的とする。 

(２) 学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

経済・金融・産業など経済社会を構成する諸領域について、講義・演習科目を通じて専門的かつ

実践的な理論を習得させるとともに、「イノベーション」のあり方を実践的に研究することを通

して、課題解決能力や価値創造能力を習得させる。また、実践活動科目において、理論を実践へ

と転換させるための分析能力や遂行能力など、優れた実践的能力を向上させる。さらに、「グロ

ーバル」な視野から自らが積極的に社会へ発信するための英語力と論理的思考力に裏打ちされた

コミュニケーション能力の向上を図ることを目的とする。 

国際学研究科国際地域学専攻 

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

【博士前期課程】 

(１) どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

国際的な視野のもとで、自律的・持続的な地域の発展に貢献する地域開発リーダーとして国内外

の「地域づくり」に貢献できる、高度な専門的能力を有する専門家を養成することを目的とする。

(２) 学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

国際的な視野をもち、国内外の地域の課題の理解と解決のための調査・分析能力と、当該分野に

おける新たな知見を付与する能力を習得させることを目的とする。 

【博士後期課程】 

(１) どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか 

国際的な視野のもとで、自律的・持続的な地域の発展に貢献する地域開発リーダーとして国内外

の「地域づくり」に貢献できる、理論と実践とのバランスが取れた学際的な専門家・研究者を養

成することを目的とする。 

(２) 学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的 

国際的な視野と国内外の地域の現状と課題に対する大局観を持ちつつ、地域の課題の解決のため

の調査研究および実践に対して研究者として自立して研究活動を行うに足る高度の研究能力と、

その基礎となる豊かな学識を習得させることを目的とする。 

別表第２ 修了の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する方針（第
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３条関係） 

国際学研究科グローバル・イノベーション学専攻 

1.修了の認定及び学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー） 

【修士課程】 

本研究科・専攻における人材養成に関する目的および教育研究上の目的を踏まえ、以下の資質要

件及び能力要件のすべてを満たしていると認められたうえで、所定の年限・単位数等を満たし、

修士学位論文または特定の課題についての研究の成果（特定課題研究論文）の審査及び最終試験

に合格した者に対して、修士の学位を授与する。 

＜資質要件＞ 

本専攻における日本人学生と外国人留学生とが共存する多様性環境のもと、日本人学生について

は、日本人としての確固たるアイデンティティを確立したうえで、日本国内および海外において、

必ずしも従来の日本的習慣に縛られないグローバルな視野で、イノベーションを通じて社会に貢

献しようとする意思と意欲を持つ者。 

外国人留学生については、日本固有の文化・伝統・価値観を理解したうえで、日本国内において

は日本人とは異なる新たな視点から、自身の出身国をはじめとした日本国外においては日本で身

に付けた新たな視野で、イノベーションを通じて社会に貢献しようとする意思と意欲を持つ者。 

＜能力要件＞ 

(１)グローバル社会の様々な領域のイノベーターとして活動するための高度な実践的知識と哲

学、対話・行動力を身に付けている。 

(２)グローバル企業における国際ビジネスの現場、国家間の交渉や国際機関における活動、国際

的ＮＧＯ・ＮＰＯの活動や市民社会の現状などについて、専門性の高い調査・分析する能力を身

に付けている。 

(３)実践を通じた知識の獲得と応用に加え、既存の先行研究を批判的に考察し、当該分野におけ

る新たな知見と価値を創造する能力を身に付けている。 

(４)自身の研究成果について、首尾一貫した理論に基づきつつ、独創的かつ有用な提案を示す能

力を身に付けている。 

2.教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー） 

【修士課程】 

(１)教育課程の編成／教育内容・方法 

ディプロマ・ポリシーの達成のために、「講義・演習科目（コースワーク）」と「実践活動科目

（インターンシップ／海外プロジェクトワーク）」・「研究指導（リサーチワーク）」を体系的

に組み合わせることで、知識と実践を重層的に構成した教育課程を編成する。 

教育課程には「Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ Ｄｏｍａｉｎ」「Ｇｌｏｂ

ａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｏｍａｉｎ」「Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ Ｄｏ

ｍａｉｎ」という３つのＤｏｍａｉｎ（領域）を設けて体系的に科目を配置する。いずれのＤｏ

ｍａｉｎにおいても、グローバルな対話における意思疎通の手段である英語による教育を行う。 

専攻の研究共通基盤となるドメイン（領域）として「Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒ

ｓｈｉｐ Ｄｏｍａｉｎ」を設置する。ここでは、イノベーション、クリエイティビティ、アン

トレプレナーシップを共通キーワードとする「講義・演習科目」と、さらにその知識と能力を実

践により高めて、イノベーターとして活動する高度なビジネスやコラボレーションのスキル、起

業家精神を獲得するための「実践活動科目」を配置する。そこでは国内外の多国籍企業・ベンチ

ャー企業・ＮＧＯ・ＮＰＯにおけるインターンシップのほか、海外大学院・研究所との連携プロ

ジェクトを実際に体験し、イノベーターとしての意識の涵養、実践的知識の高度化、対話力・行

動力の向上を図る。さらに、学生の研究活動に高度な科学的根拠を与えるべく、各分野に共通す

る統計調査・実証分析の手法を体系的に習得出来る科目も配置する。 

「Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｏｍａｉｎ」では、ビジネス領域において、経営のゼネ

ラリストではなく、特定の分野にフォーカスした高い先進性を有した高度専門職業人材「ビジネ

ス・ＩＴ融合人材」としての実践的知識の修得を目指す。財務・会計データや顧客データの解析

に加え、テキストマイニングなど、ＩＣＴを駆使して「ビジネス言語」を高度に運用する手法を
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学ぶため、会計、ファイナンス、マーケティングの各分野の科目を体系的に配置する。そのうえ

で、グローバルスタンダードの方法論として、ＸＢＲＬ、Ｒ、Ｐｙｔｈｏｎなど複数の「プログ

ラミング言語」の活用を実践的に修得する科目を配置する。各科目は、当該分野において深い実

務経験と知見を有する実務家教員が主に担当する。 

「Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ Ｄｏｍａｉｎ」では、世界の諸問題に対して多

元的なアプローチから解決に貢献するために基本となる教育をおこなう。多元的なアプローチか

ら見出される新しい視点からの問題解決への取り組みは、営利・非営利事業にかかわらず必要と

なるイノベーションのシードである。本専攻の特徴である、異なる文化的背景を有する教員、学

生で構成されるという多文化環境を最大限に活かし、「グローバル・インターディシプリナリテ

ィ」という教育理念のもと、グローバル社会において、日本発の新たな知見と価値を生み出す「実

践的アカデミア人材」が備えておくべき、高度な専門知識と実践的能力を修養するための教育課

程を編成する。具体的には、多文化共生や異文化適応といった国際社会で課題となっているテー

マについて、教育、メディア、政治経済、外交などの分野に関する科目を配置する。これらの科

目はそれぞれの分野を専門とする、高度な知見と実務経験を有する教員が担当し、課題解決にあ

たって求められる知識や手法を多元的な視点で提供すべく単に机上の理論の展開に留まらず、各

現場での実地調査、実証研究を組み合わせた、実践的な教育を実施する。 

なお、専攻領域にかかわらず、すべての学生に「Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈ

ｉｐ Ｄｏｍａｉｎ」の「実践活動科目」の修得を必須にすることで、講義・演習科目による専

門知識の習得のみならず、実践活動を通じた実践知の獲得とその応用能力、価値創造能力を修得

させる。 

研究指導に関しては、学生が選択した研究テーマを専門とする教員が責任をもって、少人数の学

生を対象とした徹底した実践的研究指導を行う。更に、従来のコースワーク型の修士論文のみな

らず、産業界や提携する海外の大学院との協働による特定課題を対象としたプロジェクトワーク

の成果物を特定課題研究論文として取り扱う等、従来型の狭い専門研究領域の枠や文理・産学・

国境の枠組みを超えた、横断的かつ実践的な研究指導を積極的に進めて行く。 

(２)成績の評価 

成績については、客観性及び厳格性を確保しつつ、以下の要素・方法により評価する。 

①授業科目については、あらかじめ示す成績評価基準に沿って、各授業科目のシラバスに記載さ

れている方法により、授業担当教員が評価する。 

②実践活動については、受け入れ先及び研究指導担当教員双方の協力のもと、あらかじめ示す実

践活動計画に基づき、当該学生の知的貢献を組織的に評価する。 

③研究指導については、研究過程における達成度を、あらかじめ示す研究指導計画をもとに、論

文報告会等を通じて、研究指導教員および本専攻所属教員により組織的に評価する。 

④学位請求論文及び特定の課題についての研究の成果については、あらかじめ示す審査基準、審

査体制に基づき、評価を行う。 

3.入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

【修士課程】 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、面接、書類選考等を通

じて、以下の資質や能力を示したものを受け入れる。 

(１)イノベーションを通じてグローバル社会に貢献しようとする起業家精神をもち、そのための

実践的知識、英語を駆使した専門的能力、およびリーダーシップの獲得を目指す者。 

(２)将来、国内外の学界や企業及びＮＧＯ・ＮＰＯなどの組織で活躍する、研究者、教育者、高

度専門職業人を目指す者。 

(３)現代社会におけるグローバルな課題に関する理解と課題解決のための基礎的な調査研究能力

を有し、自己研鑽を怠らず積極的に取り組もうとする者。 

(４) 積極的に国際的に発信するために必要な学問的基盤を有し、また、その知識を実践活動に

転換するための分析能力・遂行能力を有する者。 

(５)日本人学生と外国人留学生が共存する環境のなかで、同じ目的を持って学ぶことができる、

多様性への寛容な精神、及び協調的なコミュニケーション能力を有する者。 
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国際学研究科国際地域学専攻 

1.修了の認定及び学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー） 

【博士前期課程】 

本研究科・専攻における人材養成に関する目的および教育研究上の目的を踏まえ、以下の資質や

能力を身につけたうえで、所定の年限・単位数等を満たし、修士学位論文または特定の課題につ

いての研究の成果（特定課題研究論文）の審査及び最終試験に合格した者に対して、修士の学位

を授与する。 

(１)国際的な視野を身につけている。 

(２)国内外の地域の課題の理解と解決のための調査・分析能力を身につけている。 

(３)先行する研究成果を吸収して、自身の研究に適切に活用できることに加え、当該分野におけ

る新たな知見を付与する能力を身につけている。 

(４)自身の研究成果について、首尾一貫した理論に基づきつつ、自身の独創性を示す能力を身に

つけている。 

【博士後期課程】 

本研究科・専攻における人材養成に関する目的および教育研究上の目的を踏まえ、以下の資質や

能力を身につけたうえで、所定の年限を満たし、博士学位論文の審査及び最終試験に合格した者

に対して、博士の学位を授与する。 

(１)国際的な視野を身につけている。 

(２)国内外の地域の現状と課題に対する大局観を身につけている。 

(３)国内外の地域の課題の理解と解決のための調査・分析能力を身につけている。 

(４)先行する研究成果を吸収して自身の研究に適切に活用でき、自ら独創性のある成果を創出し、

当該分野における新たな貢献をもたらす能力を身につけている。 

(５)自身の研究成果について、首尾一貫した理論に基づきつつ、自身の独創性を示す能力を身に

つけている。 

2.教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー） 

【博士前期課程】 

(１)教育課程の編成／教育内容・方法 

ディプロマ・ポリシーの達成のために、「授業科目（コースワーク）」と「研究指導（リサーチ

ワーク）」を適切に組み合わせた教育課程を体系的に編成する。 

授業科目には、地域の課題の理解と解決のための基本的な調査遂行・分析能力を習得するための

「リサーチスキル科目」を配置することに加え、専門科目として、自律的・持続的な地域発展を

目標とした「地域づくり」に貢献するための国際的な視野を育成する「国際学分野科目」、地域

社会・地域計画・環境マネジメント・地域インフラに関連する「地域開発分野科目」をそれぞれ

体系的に配置する。「リサーチスキル科目」では、事前・事後学習課題に基づき、作業や演習の

要素を多く取り入れることで調査遂行・分析能力を習得させる。「国際学分野科目」では多様な

文献の講読やケーススタディを通して、国際的な視野の育成を図る。「地域開発分野科目」では、

学術論文の講読などを通じて当該分野の理論とその体系を身につけることで、深い専門性を養う。

研究指導では、フィールドでの研修と、実務的な文献と学術論文の講読とをあわせることで地域

の課題を深く理解させることで、現場主義を重視した理論と実践とのバランスが取れた学際的な

研究指導を行う。 

(２)成績の評価 

成績については、客観性及び厳格性を確保しつつ、以下の要素・方法により評価する。 

①授業科目については、あらかじめ示す成績評価基準に沿って、各授業科目のシラバスに記載さ

れている方法により、授業担当教員が評価する。 

②研究指導については、研究過程における達成度を、あらかじめ示す研究指導計画をもとに、論

文報告会等を通じて、研究指導教員および本専攻所属教員により組織的に評価する。 

③学位請求論文については、あらかじめ示す論文審査基準、審査体制に基づき、評価を行う。 

【博士後期課程】 
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(１)教育課程の編成／教育内容・方法 

ディプロマ・ポリシーの達成のために、「授業科目（コースワーク）」と「研究指導（リサーチ

ワーク）」を適切に組み合わせた教育課程を体系的に編成する。 

授業科目では、学術論文の講読などを通じて当該分野の体系と理論を身につけ、加えて関連する

分野との関係を理解することで、研究者としての基礎的な専門性を養う。 

研究指導では、フィールドでの研修と実務的な文献と学術論文の講読とにより、地域の課題を深

く理解したうえで課題の解決策を見いだせる、理論と実践とのバランスが取れた学際的な研究者

となるような研究指導を行う。あわせて首尾一貫した論理に基づいた完成度の高い論文の作成を

指導する。 

(２)成績の評価 

成績については、客観性及び厳格性を確保しつつ、以下の要素・方法により評価する。 

①授業科目については、あらかじめ示す成績評価基準に沿って、各授業科目のシラバスに記載さ

れている方法により、授業担当教員が評価する。 

②研究指導については、研究過程における達成度を、あらかじめ示す研究指導計画をもとに、論

文報告会等を通じて、研究指導教員および本専攻所属教員により組織的に評価する。 

③学位請求論文については、あらかじめ示す論文審査基準、審査体制に基づき、評価を行う。 

3.入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

【博士前期課程】 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、筆記試験、面接、書類

選考等を通じて、以下の資質や能力を示した者を受け入れる。 

(１)国内外の地域の現状と課題に対する知識のある者 

(２)地域の現状と課題を理解し分析できる能力のある者 

(３)国内外の地域の課題の理解と解決、およびそのための調査研究に自らが積極的に取り組む意

欲のある者 

【博士後期課程】 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、筆記試験、面接、書類

選考等を通じて、以下の資質や能力を示した者を受け入れる。 

(１)国内外の地域の現状と課題に対する幅広い知識があり、かつ専門とする分野に関する知識や

分析手法を身につけている者 

(２)地域の現状と課題を理解し分析し、それを成果としてまとめる能力のある者 

(３)国内外の地域の現状と課題に対して、大局観を持ちつつ、その解決のための調査研究および

実践に研究者として自立して取り組む意欲のある者 

別表第３ 教育課程（第４条関係） 

国際学研究科グローバル・イノベーション学専攻 修士課程 授業科目 

区分 

必修・

選択の

別 

科目名 

講義・

演習の

別 

配当

学年 
単位数 備考 

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｒｅｓｅ

ａｒｃｈ 

Ｓｋｉｌ

ｌｓ Ｓ

ｕｂｊｅ

ｃｔｓ 

選択 
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ａｎｄ Ｄａ

ｔａ Ａｎａｌｙｓｉｓ 
演習 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｒｅｓｅ

ａｒｃｈ 

Ｓｋｉｌ

ｌｓ Ｓ

ｕｂｊｅ

ｃｔｓ 

選択 

Ａｐｐｌｉｅｄ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃ

ｓ ａｎｄ Ｄａｔａ Ａｎａｌｙｓ

ｉｓ 

講義 
１～

２ 
２  
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Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｅ

ｈｉｐ Ｄ

ｐｍａｉｎ 

Ｒｅｓｅ

ａｒｃｈ 

Ｓｋｉｌ

ｌｓ Ｓ

ｕｂｊｅ

ｃｔｓ 

選択 
Ｍａｓｔｅｒｉｎｇ Ｅｎｇｌｉｓｈ 

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ⅰ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｅ

ｈｉｐ Ｄ

ｐｍａｉｎ 

Ｒｅｓｅ

ａｒｃｈ 

Ｓｋｉｌ

ｌｓ Ｓ

ｕｂｊｅ

ｃｔｓ 

選択 
Ｍａｓｔｅｒｉｎｇ Ｅｎｇｌｉｓｈ 

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ⅱ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｐｒｏｊ

ｅｃｔ 

Ｓｔｕｄ

ｉｅｓ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ⅰ 実習 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｐｒｏｊ

ｅｃｔ 

Ｓｔｕｄ

ｉｅｓ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ⅱ 実習 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 
Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅ

ｕｒｓｈｉｐ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 
Ｇｌｏｂａｌ Ｃｒｅａｔｉｖｉｔｙ 

ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 

Ｇｌｏｂａｌ Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ 

ｆｏｒ ｔｈｅ Ｃｒｅａｔｉｖｅ 

Ｐｏｌｉｃｉｅｓ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 
Ｏｐｅｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｅ

ｃｏｓｙｓｔｅｍ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ Ｓｐｅｃ 選択 Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｍａｎａｇｅｍ 講義 １～ ２  
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ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

ｅｎｔ ｉｎ ｔｈｅ Ｃｒｅａｔｉ

ｖｅ ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｉ

ｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 

２ 

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 

Ｍａｐｐｉｎｇ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ

ｃ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃ

ａｌ Ｃｏｎｔｒｏｖｅｒｓｉｅｓ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｏｄｅｌ Ｃｒ

ｅａｔｉｏｎ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 

Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｏｒｇａｎｉｚａ

ｔｉｏｎ ａｎｄ Ｈｕｍａｎ Ｒｅ

ｓｏｕｒｃｅｓ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ａｎｄ Ｒ

ｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ Ｉｎｖｅｓｔ

ｍｅｎｔ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 

Ｓｏｃｉａｌ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

／Ｐｕｂｌｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐ

ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｉｎｎｏｖａ

ｔｉｏｎ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａ

ｌ Ｅｎｔ

ｒｅｐｒｅ

ｎｅｕｒｓ

ｈｉｐ Ｄ

ｏｍａｉｎ 

Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉ

ｚｅｄ 

Ｓｕｂｊ

ｅｃｔｓ 

選択 

Ｇｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｒｅｇｉｏｎ

ａｌ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｐｌａｎ

ｎｉｎｇ Ｐｏｌｉｃｙ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ 

Ｓｔｒａｔｅｇｙ－Ｆｕｎｄａｍｅｎ

ｔａｌｓ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔ

ｉｏｎ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａ

ｔｅ Ｖａｌｕａｔｉｏｎ ｆｒｏｍ 

Ｇｌｏｂａｌ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖ

ｅ 

講義 
１～

２ 
２  
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Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 

ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄａｔ

ａ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

ＧＲＣ（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ，Ｒｉｓ

ｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ 

Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）Ｒｅｑｕｉｒｅ

ｄ ｆｏｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｎａ

ｇｅｍｅｎｔ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ Ｓｕｓｔａ

ｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎ

ｔ Ｇｏａｌｓ（ＳＤＧｓ）ｏｆ Ｊａ

ｐａｎｅｓｅ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ

ｎ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

ＩＴ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

ａｎｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕｓｉｎｅ

ｓｓ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｍ

ａｒｋｅｔｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ Ｃ

ｏｎｔｅｘｔ ｏｆ Ｇｌｏｂａｌｉ

ｚａｔｉｏｎ ａｎｄ ＩＣＴ Ｉｎ

ｎｏｖａｔｉｏｎ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ｂａｓｉｃ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ 

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｆｏｒ Ｆｉｎ

ａｎｃｉａｌ Ｄａｔａ Ａｎａｌｙ

ｓｉｓ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ｄｏ

ｍａｉｎ 

選択 

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ Ｄａｔａ Ａｎ

ａｌｙｓｉｓ ｆｏｒ Ｃｏｒｐｏｒ

ａｔｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 
Ｍｅｄｉａ ａｎｄ Ｐｏｌｉｔｉｃ

ｓ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 Ｍｅｄｉａ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 
ＵＮ ａｎｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｇｏｖ

ｅｒｎａｎｃｅ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 
Ｍｕｌｔｉｃｕｌｔｕｒａｌｉｓｍ 

ａｎｄ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 

Ｉｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒａｌ Ｃｏｍ

ｐｅｔｅｎｃｅ ａｎｄ Ｅｄｕｃａ

ｔｉｏｎ 

講義 
１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 
Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ 

Ｅｃｏｎｏｍｙ 
講義 

１～

２ 
２  

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｅｄ

ｉａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｅａｃｅｍ

ａｋｉｎｇ Ⅾｉｐｌｏｍａｃｙ 

講義 
１～

２ 
２  
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Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏ

ｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ Ｄｏｍａｉｎ 

選択 

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｒｅ

ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｎｔｅ

ｍｐｏｒａｒｙ Ｃｉｖｉｌ Ｗａｒ

ｓ 

講義 
１～

２ 
２  

国際学研究科グローバル・イノベーション学専攻 修士課程 研究指導科目 

区分 

必修・

選択の

別 

科目名 

講義・

演習の

別 

配当

学年 
単位数 備考 

Ｒｅｓｅａｒｃｈ 

Ｇｕｉｄａｎｃｅ 
必修 

Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｇｕｉｄａｎｃｅ 

ｆｏｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｎｏｖａ

ｔｉｏｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ 

演習 
１～

２ 
２  

履修方法 

１ 履修する授業科目は、指導教授の指示を受けて決定すること。 

２ 指導教授は、主指導教授１名・副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断

により、副指導教授が２名となる場合がある。 

３ 「演習」または「講義」は、同一科目を在学中何回でも履修・単位修得することができる。

ただし、この場合、修了単位として認められるのは、最初に修得した成績および単位のみとする。

４ 本表に掲げたものの他、指導教授が教育上必要と認めるときは、学則第８条に基づき、本大

学院の他研究科・専攻の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができる（同

一科目は１回目のみ修了要件として扱い、２回目以降の履修によって修得した成績及び単位は認

定されるが、修了要件としては扱わない）。 

 また、上記により履修し修得した単位は、学則第10条の２に基づく、本大学院に入学する前に

修得し、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす単位（既修得単位）と合

わせて、20単位を超えない範囲で修了要件に充当することができる。ただし、この場合において

それぞれ修了要件に充当することができる単位は15単位を超えない範囲とする。 

 

国際学研究科国際地域学専攻 博士前期課程 授業科目 

区分 
必修・選択

の別 
科目名 講義・演習の別

配当学

年 

単位

数 
備考 

リサーチスキル科

目 
選択 量的調査手法演習 演習 １～２ ２  

リサーチスキル科

目 
選択 質的調査手法演習 演習 １～２ ２  

リサーチスキル科

目 
選択 

アカデミック・リーディン

グ 
講義 １～２ ２  

リサーチスキル科

目 
選択 

Ｊａｐａｎ Ｓｔｕｄｉ

ｅｓ 
講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 国際経済学特論 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 国際関係学特論 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 国際政治学特論 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 国際協力特論 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 国際教育開発特論 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 比較文化特論Ａ 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 比較文化特論Ｂ 講義 １～２ ２  

国際学分野科目 選択 
ボーダーレスな社会とイ

ンターネット技術 
講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 開発経済学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 文化人類学特論 講義 １～２ ２  
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地域開発分野科目 選択 開発人類学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 地域社会学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 福祉社会特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 コミュニティ開発特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 農村・農業開発特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 経済地理学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 都市地理学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 都市・地域計画特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 住宅政策特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 地球環境特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 国際環境衛生特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 水資源・水環境学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 都市交通計画特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 財政学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 災害・危機管理特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 空間計画特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 国際水道特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 空間計画演習 演習 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 国際地域応用学特論 講義 １～２ ２  

地域開発分野科目 選択 国際地域応用学演習 演習 １～２ ２  

  

国際学研究科国際地域学専攻 博士前期課程 研究指導 

区分 
必修・選択

の別 
科目名 講義・演習の別

配当学

年 

単位

数 
備考 

研究指導 必修 国際地域学特殊研究  １～２   

研究指導 必修 国際地域学研究指導  １～２ ２  

履修方法   

１ 履修する授業科目は、指導教授の指示を受けて決定すること。 

２ 指導教授は、主指導教授１名・副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断

により、副指導教授が２名となる場合がある。 

３ 「演習」または「講義」は、同一科目を在学中何回でも履修・単位修得することができる。

ただし、この場合、修了単位として認められるのは、最初に修得した成績および単位のみとする。

４ 本表に掲げたものの他、指導教授が教育上必要と認めるときは、学則第８条に基づき、本大

学院の他研究科・専攻の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができる（同

一科目は１回目のみ修了要件として扱い、２回目以降の履修によって修得した成績及び単位は認

定されるが、修了要件としては扱わない）。 

 また、上記により履修し修得した単位は、学則第10条の２に基づく、本大学院に入学する前に

修得し、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす単位（既修得単位）と合

わせて、20単位を超えない範囲で修了要件に充当することができる。ただし、この場合において

それぞれ修了要件に充当することができる単位は15単位を超えない範囲とする。 

５「国際地域応用学特論」および「国際地域応用学演習」はＪＩＣＡ海外協力隊派遣者およびＪ

ＩＣＡ個別専門家のみ履修することができる。なお、「国際地域応用学演習」は、履修方法３に

かかわらず８単位まで修了単位として認められる。 

 

国際学研究科国際地域学専攻 博士後期課程 授業科目 

区分 
必修・選択

の別 
科目名 

講義・演習の

別 
配当学年 単位数 備考 
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 必修 国際地域学特殊研究 演習 １～３ ２  

国際学研究科国際地域学専攻 博士後期課程 研究指導 

区分 
必修・選択

の別 
科目名 

講義・演習の

別 
配当学年 単位数 備考 

 必修 国際地域学研究指導  １～３   

履修方法   

１ 履修する授業科目は、指導教授の指示を受けて決定すること。 

２ 指導教授は、主指導教授１名・副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断

により、副指導教授が２名となる場合がある。 

３ 本表に掲げたものの他、指導教授が研究指導上必要と認めた場合は、本大学院の他研究科・

専攻の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができる。 

別表第４ 修了に必要な単位等（第５条関係） 

博士前期・修士課程 

専攻 単位数等 

国際学研究科グローバル・イ

ノベーション学専攻 

  

  

  

 

(１)修了要件となる科目で30単位以上修得すること。 

(２)主指導教授の「研究指導」を、毎セメスタ必ず履修すること。

主指導教授の「研究指導」の単位のうち修了要件の単位への算入は

８単位を上限とする。 

(３)「Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ Ｄｏｍ

ａｉｎ」の「Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｓｔｕｄｉｅｓ Ｓｕｂｊｅｃｔｓ」

から２単位以上を修得すること。 

国際学研究科国際地域学専攻 (１)修了要件となる科目で30単位以上修得すること。ただし、修士

論文に代えて東洋大学大学院学則第12条の特定の課題についての

研究成果により審査を受けようとする者は、修了要件となる科目で

32単位以上修得すること。 

(２)「国際地域学研究指導」 

①主指導教授の「国際地域学研究指導」を毎セメスタ必ず履修し、

８単位修得すること。 

②８単位以上修得した場合、修了要件としては８単位まで認められ

る。 

(３)リサーチスキル科目 

３科目６単位以上修得すること。 

(４)「国際地域学特殊研究」を、修了予定直前のセメスタを含め２

回以上修得すること。 

博士後期課程 

専攻 単位数等 

国際学研究科国際地域学専攻 (１)主指導教授の「研究指導」を、毎セメスタ必ず履修すること。

(２)「国際地域学特殊研究」を毎セメスタ履修すること。 

 


